
証
券
会
社
の
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
�
三

（
略
）

一
�
三

（
略
）

四

金
融
先
物
取
引

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

四

金
融
先
物
取
引

金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
並
び
に
海
外
金
融

二
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
並
び
に
海
外
金
融

先
物
市
場
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ

先
物
市
場
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
海
外
金
融
先
物
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
お
け
る
こ
れ
と
類
似
の
取
引
を
い
う
。
）

。
）
に
お
け
る
こ
れ
と
類
似
の
取
引
を
い
う
。
）

五

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

五

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

次
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引
所
（
外
国

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の
取
引
で
あ
っ
て
、
証
券
取
引
所
（
外
国

に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
こ
れ
と
類
似
の
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
金
融

に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
こ
れ
と
類
似
の
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
金
融

先
物
取
引
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
所
（
外
国
に
お
い
て

先
物
取
引
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
所
（
外
国
に
お
い
て

設
立
さ
れ
た
こ
れ
と
類
似
の
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
め
る
基
準
及
び

設
立
さ
れ
た
こ
れ
と
類
似
の
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
め
る
基
準
及
び

方
法
に
よ
ら
な
い
も
の

方
法
に
よ
ら
な
い
も
の

六
�
十

（
略
）

六
�
十

（
略
）

２

前
項
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て

２

前
項
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て

特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
証
券
会
社
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定
設
置
証
券
会
社
」
と

特
定
取
引
勘
定
を
設
け
た
証
券
会
社
（
以
下
「
特
定
取
引
勘
定
設
置
証
券
会
社
」
と

い
う
。
）
が
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
し
た

い
う
。
）
が
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
し
て
経
理
し
た



有
価
証
券
等
に
つ
い
て
は
次
の
第
一
号
か
ら
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分

有
価
証
券
等
に
つ
い
て
は
次
の
第
一
号
か
ら
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分

に
応
じ
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
額
を
時
価
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
額
を
時
価
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
時
価
を
付
す
有
価
証
券
等
の
う
ち
前
二
号
に

三

法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
時
価
を
付
す
有
価
証
券
等
の
う
ち
前
二
号
に

定
め
る
も
の
以
外
の
有
価
証
券
等

公
表
さ
れ
て
い
る
計
算
を
行
う
日
の
最
終
価

定
め
る
も
の
以
外
の
有
価
証
券
等

公
表
さ
れ
て
い
る
計
算
を
行
う
日
の
最
終
価

格
に
基
づ
き
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た

格
に
基
づ
き
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た

価
額

価
額

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
自
己
資
本
）

（
自
己
資
本
）

第
二
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
、
準
備
金
そ
の
他
の
総
理
府
令
・

第
二
条

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
本
、
準
備
金
そ
の
他
の
総
理

大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

四

（
略
）

一

四

（
略
）

五

次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
額
の
合
計
額
が
前
各
号

五

次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
額
の
合
計
額
が
前
各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
額
の
合
計
額
に
達
す
る
ま
で
の
も
の

に
掲
げ
る
も
の
の
額
の
合
計
額
に
達
す
る
ま
で
の
も
の

イ

ニ

（
略
）

イ

ニ

（
略
）

ホ

劣
後
特
約
付
借
入
金
（
証
券
会
社
が
当
該
借
入
金
に
係
る
元
利
金
の
支
払
を

ホ

劣
後
特
約
付
借
入
金
（
証
券
会
社
が
当
該
借
入
金
に
係
る
元
利
金
の
支
払
を

行
う
こ
と
に
よ
り
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
と

行
う
こ
と
に
よ
り
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
下
回
る
お
そ
れ

き
は
当
該
元
利
金
の
支
払
を
行
わ
な
い
こ
と
を
書
面
に
よ
り
当
事
者
が
約
し
た

が
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
当
該
元
利
金
の
支
払
を
行
わ
な

借
入
金
で
金
融
監
督
庁
長
官
、
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
金

い
こ
と
を
書
面
に
よ
り
当
事
者
が
約
し
た
借
入
金
で
金
融
監
督
庁
長
官
、
財
務

融
監
督
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
が
承
認
す
る
も
の
を
い
う
。
）

局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
第
十
二
条
に
お
い
て
「
金
融
監
督
庁
長
官
等
」

と
い
う
。
）
が
承
認
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ヘ

チ

（
略
）

ヘ

チ

（
略
）



（
控
除
す
べ
き
固
定
資
産
等
）

（
控
除
す
べ
き
固
定
資
産
等
）

第
三
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
そ
の
他
の
総
理
府
令
・
大
蔵

第
三
条

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
固
定
資
産
そ
の
他
の
総
理
府
令

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券
会
社
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
令
・
大
蔵

・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
証
券
会
社
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省

省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
で
定
め
る
別
紙
様
式
第
二
号
（
特
定
取
引

令
第
五
十
二
号
）
第
五
条
で
定
め
る
様
式
第
一
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
証
券
会
社

勘
定
設
置
証
券
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
に
掲
げ
る
貸
借
対
照
表

に
あ
っ
て
は
様
式
第
一
号
の
二
）
に
掲
げ
る
貸
借
対
照
表
（
以
下
「
貸
借
対
照
表
」

（
以
下
「
貸
借
対
照
表
」
と
い
う
。
）
の
科
目
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

と
い
う
。
）
の
科
目
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

一

六

（
略
）

一

六

（
略
）

２

４

（
略
）

２

４

（
略
）

（
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
四
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
す
る
有
価
証
券
の
価
格
の
変
動
そ

第
四
条

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
す
る
有
価
証
券
の
価
格
の

の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
対
応
す
る
額
と
し
て
総
理
府
令
・
大
蔵
省

変
動
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
理
府
令
・

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

三

（
略
）

一

三

（
略
）

（
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
五
条

前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
額
（
以
下
「
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
」
と
い
う
。
）

第
五
条

前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
額
（
以
下
「
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

別
表
第
一
の
有
価
証
券
等
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
有
価
証
券
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取

引
以
外
の
有
価
証
券
そ
の
他
の
資
産
及
び
取
引
に
つ
い
て
金
融
監
督
庁
長
官
等
の



承
認
を
受
け
た
方
式
に
よ
り
算
出
し
た
市
場
リ
ス
ク
相
当
額

四

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
認
可
を
受
け
た
証
券
会
社
は
、

法
第
二
条
第
八
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
有
価
証
券
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の

種
類
ご
と
に
つ
い
て
金
融
監
督
庁
長
官
等
の
承
認
を
受
け
た
各
方
式
に
よ
り
算
出
し

た
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
を
第
一
項
の
計
算
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
に
加
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
）

（
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
）

第
九
条

第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
額
（
以
下
「
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
」
と
い
う

第
九
条

第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
額
（
以
下
「
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
」
と
い
う

。
）
は
、
計
算
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
以
前
一
年
の
各
月
の
営
業
費
用
（

。
）
は
、
計
算
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
以
前
一
年
の
各
月
の
営
業
費
用
（

証
券
会
社
に
関
す
る
命
令
第
三
十
二
条
第
一
項
で
定
め
る
別
紙
様
式
第
二
号
（
特
定

証
券
会
社
に
関
す
る
省
令
第
五
条
で
定
め
る
様
式
第
一
号
（
特
定
取
引
勘
定
設
置
証

取
引
勘
定
設
置
証
券
会
社
に
あ
っ
て
は
別
紙
様
式
第
二
号
の
二
）
に
掲
げ
る
損
益
計

券
会
社
に
あ
っ
て
は
様
式
第
一
号
の
二
）
に
掲
げ
る
損
益
計
算
書
の
科
目
の
営
業
費

算
書
の
科
目
の
営
業
費
用
に
準
じ
て
計
算
す
る
費
用
を
い
う
。
）
の
額
の
合
計
額
に

用
に
準
じ
て
計
算
す
る
費
用
を
い
う
。
）
の
額
の
合
計
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得

四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

ら
れ
る
額
と
す
る
。

（
届
出
を
要
す
る
場
合
）

（
下
回
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
）

第
十
条

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
場
合

第
十
条

法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
下
回
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と



は
、
自
己
資
本
規
制
比
率
（
同
項
に
規
定
す
る
自
己
資
本
規
制
比
率
を
い
う
。
以
下

し
て
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
資
本
、
準
備

同
じ
。
）
が
百
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
っ
た
場
合
と
す
る
。

金
そ
の
他
の
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
の
額
の
合
計
額
か
ら
第
三
条
に

規
定
す
る
固
定
資
産
そ
の
他
の
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め
る
も
の
の
額
の
合
計

額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
「
固
定
化
さ
れ
て
い
な
い
自
己
資
本
の
額
」
と
い
う
。
）

が
第
四
条
に
規
定
す
る
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
、
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
基
礎
的

リ
ス
ク
相
当
額
の
合
計
額
（
以
下
「
リ
ス
ク
相
当
額
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
二

十
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
以
下
と
な
っ
た
場
合
と
す
る
。

（
届
出
等
）

（
月
次
報
告
等
）

第
十
一
条

証
券
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毎
月
末
の
自

第
十
一
条

証
券
会
社
は
、
別
紙
様
式
に
よ
り
、
毎
月
末
に
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る

己
資
本
規
制
比
率
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
自
己
資
本
規
制
に
関
す

報
告
書
を
作
成
し
、
翌
月
十
五
日
ま
で
に
当
該
証
券
会
社
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄

る
報
告
書
を
、
翌
月
十
五
日
ま
で
に
金
融
監
督
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ

な
い
。

っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
三
十
九
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
監
督
庁
長
官
が
指
定
す
る
証
券
会
社
（
以
下
「
本
庁
監

理
証
券
会
社
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
金
融
監
督
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

２

証
券
会
社
は
、
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
次
項
に
規
定
す

２

固
定
化
さ
れ
て
い
な
い
自
己
資
本
の
額
が
リ
ス
ク
相
当
額
に
百
分
の
百
二
十
を
乗

る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
に
規
定
す
る
自
己
資
本
規
制
に
関
す

じ
て
得
ら
れ
る
額
以
下
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
自
己
資
本
規
制
に
関
す

る
報
告
書
に
、
業
務
又
は
財
産
の
状
況
を
説
明
し
た
書
類
及
び
該
当
す
る
こ
と
と
な

る
報
告
書
及
び
そ
の
状
況
を
改
善
す
る
方
法
を
示
し
た
計
画
書
を
当
該
証
券
会
社
の

っ
た
日
以
後
の
自
己
資
本
規
制
比
率
の
推
移
の
見
通
し
を
説
明
し
た
書
類
を
添
付
し

本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

て
金
融
監
督
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
庁
監
理
証
券
会
社
に
つ
い
て
は
、
金
融
監
督
庁
長
官
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

証
券
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合



に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
資
本
規
制
に
関
す
る
報
告
書
に
、
そ
の
状
況
を
改

善
す
る
方
法
を
示
し
た
計
画
書
を
添
付
し
て
金
融
監
督
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

証
券
会
社
は
、
前
三
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
適
正
に
作
成
す
る
た
め
、
法
第
五

３

証
券
会
社
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
適
正
に
作
成
す
る
た
め
、
固
定
化

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
、
準
備
金
そ
の
他
の
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定

さ
れ
て
い
な
い
自
己
資
本
の
額
及
び
リ
ス
ク
相
当
額
の
計
算
に
必
要
と
な
る
情
報
の

め
る
も
の
の
額
の
合
計
額
か
ら
固
定
資
産
そ
の
他
の
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
で
定
め

適
切
な
把
握
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
次
条
第
一
号
に
お
い
て
「
固
定
化
さ
れ
て

い
な
い
自
己
資
本
の
額
」
と
い
う
。
）
の
計
算
に
必
要
と
な
る
情
報
並
び
に
市
場
リ

ス
ク
相
当
額
、
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
の
計
算
に
必
要

と
な
る
情
報
の
適
切
な
把
握
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
開
示
す
べ
き
事
項
）

第
十
二
条

法
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

固
定
化
さ
れ
て
い
な
い
自
己
資
本
の
額

二

市
場
リ
ス
ク
相
当
額

三

取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額

四

基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額

五

自
己
資
本
規
制
比
率

（
申
請
書
等
の
提
出
先
等
）

第
十
三
条

申
請
書
、
報
告
書
そ
の
他
の
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
証
券
会
社
が
金
融

監
督
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の



提
出
先
は
、
証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
三
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
監
督
庁
長
官
が
指
定
す
る
証
券
会
社
に
あ
っ
て
は

金
融
監
督
庁
長
官
、
そ
の
他
の
証
券
会
社
に
あ
っ
て
は
当
該
証
券
会
社
が
現
に
受
け

て
い
る
登
録
を
し
た
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
と
す
る
。

２

証
券
会
社
が
申
請
書
等
を
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
提
出
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
券
会
社
の
本
店
の
所
在
地
が
財
務
事
務
所
、
小
樽
出
張

所
又
は
北
見
出
張
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
当
該
証
券
会
社
は
、
当
該
申

請
書
等
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
財
務
事
務
所
長
、
小
樽
出
張
所
長
又
は
北
見
出
張
所

長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
処
理
期
間
）

（
標
準
処
理
期
間
）

第
十
四
条

金
融
監
督
庁
長
官
等
は
、
第
二
条
第
五
号
ホ
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
又

第
十
二
条

金
融
監
督
庁
長
官
等
は
、
第
二
条
第
五
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す

は
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
た

る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分

日
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す

を
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
命
令
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


